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堺市立町家歴史館条例施行規則 

平成２１年９月２８日 

規則第８９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、堺市立町家歴史館条例（平成２１年条例第２４号。以下「条例」とい

う。）第３０条の規定に基づき、堺市立町家歴史館（以下「歴史館」という。）の管理及

び運営について必要な事項を定める。 

（開館時間等及び休館日） 

第２条 歴史館の開館時間は、午前１０時から午後５時まで（入館することができる時間は、

午後４時３０分まで）とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変

更することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第８条の規定により市長の許可を受けて対象施設を使用

することができる時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認める

ときは、これを変更することができる。 

(1) 主屋 午後６時から午後９時まで 

(2) 西土蔵及び北土蔵 午前１０時から午後５時まで 

３ 歴史館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、

休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。 

(1) 火曜日（火曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日に当たるときは、その翌日） 

(2) １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

（入館の手続） 

第３条 歴史館に入館しようとする者は、入館料の納付と引き換えに入館券（様式第１号

（甲）又は様式第１号（乙））の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認め

る場合は、この限りでない。 

（入館料） 

第４条 条例第４条の市長が定める入館料は、別表第１のとおりとする。 

（特別利用の許可の申請等） 

第５条 条例第５条の規定により特別利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ堺市立

町家歴史館特別利用許可申請書（様式第２号）により市長に申請しなければならない。許

可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。 
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２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しない。 

(1) 特別利用によって資料等の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

(2) 現に資料等を展示しているとき。 

(3) 寄託された資料等である場合において、当該寄託者の同意を得ていないとき。 

(4) 申請者が著作権者の承諾を得ていないとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別利用をさせることが不適当であると認めると

き。 

３ 特別利用の許可は、堺市立町家歴史館特別利用許可書（様式第３号）を申請者に交付し

て行う。 

（入館料の減免） 

第６条 条例第６条の規定により入館料を減額し、又は免除することができる場合及びその

額は、次のとおりとする。 

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校又は中学校（特別

支援学校の小学部又は中学部を含む。）の教職員及び当該小学校又は中学校の児童又は

生徒が介護者を必要とする場合における当該介護者が、これらの児童又は生徒を引率す

る教育上の目的で入館するとき。 入館料の全額 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する乳児院、母子生

活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児

入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は児童家庭

支援センターの児童（中学生以上の児童を除く。）及び当該児童が介護者を必要とする

場合における当該介護者並びにこれらを引率する職員が、教育上の目的で入館するとき。 

入館料の全額 

(3) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１３条第２項の規定により市が援助を

行っている老人クラブの構成員である者が、教養の向上の目的で当該老人クラブの活動

として入館するとき。 入館料の全額 

(4) ６５歳以上の者（本市の区域内に住所を有する者に限る。以下同じ。）及び障害者等

（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障

害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者及び療育手帳制度について（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児第１５６号

厚生事務次官通知）に基づく都道府県の規程により療育手帳の交付を受けている者をい
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う。以下同じ。）が介護者を必要とする場合における当該介護者が入館するとき。 入

館料の全額 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認める者が入館する

とき。 市長が必要と認める額 

（入館料の減免の申請等） 

第７条 条例第６条の規定により入館料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立町家

歴史館入館料減免申請書（様式第４号）により市長に申請しなければならない。 

２ 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める証明書類等を歴史館の窓口において提示する

ことにより、前項の申請書の提出に代えることができる。 

(1) （略） 

(2) 障害者等が介護者を必要とする場合における当該介護者 当該障害者等に係る身体

障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳その他これらの手帳の交付を受けてい

る者であることが確認できるものとして市長が適当と認めるもの 

（入館料の還付） 

第８条 条例第７条ただし書の規定により入館料を還付することができる場合及びその額

は、次のとおりとする。 

 (1) 天災地変その他入館しようとする者の責めに帰することのできない理由により、入

館することができなくなったとき。 入館料の全額 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長

が定める額 

２ 前項の規定により入館料の還付を受けようとする者は、堺市立町家歴史館入館料還付申

請書（様式第５号）により市長に申請しなければならない。 

（使用の申請） 

第９条 条例第８条第１項の規定により対象施設の使用の許可（以下「使用の許可」という。）

を受けようとする者は、堺市立町家歴史館山口家住宅使用許可申請書（様式第６号）によ

り市長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、使用しようとする日の６月前の日の属する月の初日（当該属

する月が１月にあっては４日を初日とし、初日が休館日に当たるときはその日の直後の休

館日でない日）から受理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるものに

ついては、この限りでない。 

（使用の制限） 
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第１０条 市長は、条例第８条第２項及び第１１条第１項に規定する場合のほか、次の各号

のいずれかに該当するときは、対象施設の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、

若しくは使用を制限することができる。 

(1) 許可を受けないで物品の販売等のために使用するとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、対象施設の管理上支障があり、市長が不適当であると認め

るとき。 

（使用の許可） 

第１１条 使用の許可は、条例第１５条第３項の規定により使用料を後納する場合を除き、

使用料の納付があった後、堺市立町家歴史館山口家住宅使用許可書（様式第７号。以下「使

用許可書」という。）を申請者に交付して行う。 

（使用の許可の順位） 

第１２条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上

特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（使用許可書の提示義務） 

第１３条 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、その使用中、使用許可書

を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。 

（使用の許可に係る使用時間） 

第１４条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及

び後片付けに要する時間を含めたものとする。 

（使用の許可の変更） 

第１５条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとす

る日前７日までに、堺市立町家歴史館山口家住宅使用許可変更申請書（様式第８号）に使

用許可書を添付して市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認め

るときは、１回に限り、使用の許可の変更を承認することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰することのでき

ない事故があった場合において、使用の許可を変更して使用させることが適当であると認

めるときは、使用者からの申出により当該使用の許可の変更を承認することができる。こ

の場合における申出は、第１項の申請書により行わなければならない。 

４ 市長は、前２項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の

上、これを使用者に交付するものとする。 
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（使用者の遵守事項） 

第１６条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。 

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用（喫煙を含む。）をしないこと。 

(3) 許可を受けないで対象施設内に貼り紙等をしないこと。 

(4) 許可を受けていない対象施設、附属設備等を使用しないこと。 

(5) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。 

(6) 許可を受けた対象施設の入館者に次条に定める事項を遵守させること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。 

（入館者の遵守事項） 

第１７条 歴史館の入館者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用（喫煙を含む。）をしないこと。 

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。 

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。 

(4) 附属設備その他器具備品等を使用しないこと。 

(5) 歴史館内を不潔にしないこと。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと 

（使用料） 

第１８条 条例第１５条第１項の市長が定める使用料は、別表第２及び別表第３のとおりと

する。 

２ 条例第１５条第２項の市長が定める使用料は、別表第４のとおりとする。 

３ 市長は、条例第８条第１項後段の規定により使用の許可の変更を承認したときは、既納

の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料（以下この項において「変更後の使用料」と

いう。）の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額

が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは

当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。 

４ 前項後段の規定にかかわらず、第１５条第３項の規定により使用の許可の変更をした場

合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。 

（使用料の減免） 

第１９条 条例第１５条第４項において準用する条例第６条の規定により使用料を減額し、

又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。 
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(1) 本市又は条例第２１条の規定により歴史館の管理を行う指定管理者が主催し、又は共

催する行事のために使用するとき。 全額 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。 市長が必要と認める額 

２ 条例第１５条第４項において準用する条例第６条の規定により使用料の減額又は免除

を受けようとする者は、堺市立町家歴史館山口家住宅使用料減免申請書（様式第９号）に

より市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めると

きは、減額又は免除について、参考となる資料を添付させることができる。 

（使用料の還付） 

第２０条 条例第１５条第４項において準用する条例第７条ただし書の規定により使用料

を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第１５条第２項

の規定により使用の許可の変更を承認した場合は、第２号の規定は適用しない。 

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなっ

たとき。 既納の使用料の全額 

(2) 使用者が使用しようとする日前７日までに対象施設の使用の取消しを申し出て、その

理由が認められたとき。 既納の使用料の半額 

２ 条例第１５条第４項において準用する条例第７条ただし書の規定により使用料の還付

を受けようとする者は、堺市立町家歴史館使用料還付申請書（様式第１０号）に使用許

可書を添付して、市長に申請しなければならない。 

（使用終了の届出） 

第２１条 使用者は、対象施設の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を

受けなければならない。 

（保証金） 

第２２条 使用者は、条例第１２条第１項又は第２項の規定により特別の設備を設けるとき

は、条例第１６条の保証金を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その

他市長が特に認める公共的団体については、この限りでない。 

２ 前項本文の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とす

る。 

（資料等の館外貸出し） 

第２３条 博物館、図書館、学校、研究所その他市長が適当であると認める者は、資料等の

館外への貸出し（以下「館外貸出し」という。）を受けることができる。 

２ 資料等の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ堺市立町家歴史館資料等貸出許
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可申請書（様式第１１号）により市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可

された事項を変更しようとするときも、また同様とする。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料等の館外貸出しを許可しない。 

(1) 資料等の館外貸出しによって資料等の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めると

き。 

(2) 現に資料等を展示しているとき。 

(3) 寄託された資料等である場合において、当該寄託者の同意を得ていないとき。 

(4) 申請者が著作権者の承諾を得ていないとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が資料等の館外貸出しをすることが不適当であると

認めるとき。 

４ 資料等の館外貸出しの許可は、堺市立町家歴史館資料等貸出許可書（様式第１２号）を

申請者に交付して行うものとする。 

５ 資料等の館外貸出しの期間は、３月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認め

るときは、この限りでない。 

（原状回復等の義務） 

第２４条 入館者及び使用者並びに特別利用又は資料等の館外貸出しの許可を受けた者

は、自己の責めに帰すべき理由により、資料等、建物その他附属設備等を滅失し、又は損

傷したときは、これを原状に回復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければなら

ない。 

（資料等の寄贈等） 

第２５条 条例第２０条第１項の規定により資料等を寄贈し、又は寄託しようとする者は、

堺市立町家歴史館資料等寄贈申込書（様式第１３号）又は堺市立町家歴史館資料等寄託申

込書（様式第１４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、資料等の寄贈又は寄託を受け入れたときは、寄贈者に対しては堺市立町家歴史

館資料等受領書（様式第１５号）を、寄託者に対しては堺市立町家歴史館資料等受託書（様

式第１６号）を交付するものとする。 

３ 寄託を受けた資料等（以下「寄託資料等」という。）は、前項の受託書と引換えに返還

するものとする。 

（寄託資料等の取扱い） 

第２６条 寄託資料等は、当該寄託資料等に関する特約の定めがある場合を除き、歴史館が

所蔵する資料等と同じ取扱いをするものとする。 
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２ 市長は、寄託を受けた資料について、寄託者の同意を得たものでなければ、特別利用又

は館外貸出しを行わない。 

３ 寄託資料等に係る運搬費及び修理費は、本市においてその全部又は一部を負担すること

ができる。 

（建物の破損等の届出） 

第２７条 入館者及び使用者は、歴史館の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は

滅失したときは、直ちに堺市立町家歴史館破損（滅失）届（様式第１７号）により市長に

届け出て、その指示を受けなければならない。 

（指定管理者の指定手続） 

第２８条 条例第２３条第２項の申請書は、堺市立町家歴史館指定管理者指定申請書（様式

第１８号）とする。 

２ 条例第２３条第２項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類 

(2) 法人の登記簿に記載されている事項の全部を証明する書類 

(3) 役員名簿 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

（委任） 

第２９条 この規則に定めるもののほか、歴史館の管理及び運営について必要な事項は、所

管部長が定める。 

附 則 

この規則は、平成２１年１０月２６日から施行する。 

附 則（平成２３年１０月２５日規則第９７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年１０月２７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の堺市立町家歴史館条例施行規則の様式に関する規定に基

づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の

堺市立町家歴史館条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できる

ものとする。 

附 則（平成２４年９月１３日規則第１０９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２７年３月２７日規則第４１号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年８月３１日規則第７６号） 

この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年１０月３０日規則第９１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成さ

れ、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様

式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 

附 則（令和４年１２月２３日規則第１０２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、堺市立町家歴史館条例の一部を改正する条例（令和４年条例第〇〇号）の

施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備行為） 

２ この規則の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な

手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の堺

市立町家歴史館条例施行規則の規定の例により行うことができる。 

 （経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立町家歴史館条例施行規則の様式に

関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則に

よる改正後の堺市立町家歴史館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして

使用することができる。 
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別表第１（第４条関係） 

区分 入館料（１人１回につき） 

個人 ２０人以上の団体 

中学生以下の者、６５歳以上の者

及び障害者等 

無料 無料 

上記以外の者 町家歴史館山口

家住宅 

２００円 １６０円 

町家歴史館清学

院 

１００円 ８０円 

町家歴史館山口

家住宅及び町家

歴史館清学院

（共通） 

２５０円 ２００円 

 
町家歴史館山口

家住宅及び町家

歴史館井上関右

衛門家住宅（共

通） 

７００円 ５６０円 

 
町家歴史館清学

院及び町家歴史

館井上関右衛門

家住宅（共通） 

６５０円 ５２０円 

 
町家歴史館山口

家住宅、町家歴

史館清学院及び

町家歴史館井上

関右衛門家住宅

（共通） 

７５０円 ６００円 
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別表第２（第１８条関係） 

備考 

１ 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他

営利を目的とする行為を行うときは、この表に定める使用料の５割を当該使用料に加算

する。 

２ 許可を得て、第２条第２項第１号に規定する使用時間を超過し、又は繰り上げて使用

するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間１時間（１時間未満の時間は、

１時間とみなす。）につき、この表に定める使用料（前項の規定を適用する場合にあっ

ては、同項の規定により算定した加算額を当該使用料に加算した額とする。）を徴収す

る。 

 

別表第３（第１８条関係） 

区分 

使用料 

午前 午後 全日 

１０時から１２時ま

で 

１時から５時ま

で 

午前１０時から午後５時ま

で 

西土蔵 １，０３０円 ２，０６０円 ３，０９０円 

北土蔵 １，４００円 ２，７９０円 ４，１９０円 

備考 

１ 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他

営利を目的とする行為を行うときは、この表に定める使用料の５割を当該使用料に加算

する。 

２ 冷暖房装置を使用するときは、この表に定める使用料の２割を当該使用料に加算する。 

３ 許可を得て、当該区分に係る使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当

該超過し、又は繰り上げて使用した時間１時間（１時間未満の時間は、１時間とみなす。）

につき、この表に定める使用料（前２項の規定を適用する場合にあっては、これらの規

定により算定した加算額を当該使用料に加算した額とする。）の１時間相当額（１０円

未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。）を徴収する。 

 

区分 単位 使用料 

主屋 １時間 １５，９４０円 
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別表第４（第１８条関係） 

山口家住宅附属設備使用料 

区分 

種別 
品名 数量 使用料 

主屋 マイクセット １式１時間

につき 

１００円 

西土蔵及び北土蔵 テレビ及びＤⅤＤプレーヤー １式１時間

につき 

１００円 

備考 この表において使用料を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。 
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様式第１号(甲)(第３条関係) 

 

堺市立町家歴史館入館券 

(歴史館の名称) 

 

１人１回 

 

 

円 

 

 

No.   
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様式第１号(乙)(第３条関係) 

 

堺市立町家歴史館共通入館券 

 

 

１人１回 

 

 

円 

 

 

No.   
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様式第２号（第５条関係） 

 

堺市立町家歴史館特別利用許可申請書 

 

年   月   日 

 

堺市長 殿 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

電話番号 

 

 堺市立町家歴史館条例施行規則第５条第１項の規定により、次のとおり堺市立町家歴史館

の資料等の特別利用許可について申請します。 

 

利 用 者 

住 所 

氏 名 
利用当日 

の責任者 
 

利 用 目 的  

利 用 形 態 
熟覧 ・模写 ・ 模造 ・ 撮影（写真、放映（映画・テレビ等））・ 

データ提供 ・ 計測 ・ その他（   ） 

利 用 日 時 

    年  月  日        年  月  日 

              から             まで 

午前・午後  時  分    午前・午後  時  分 

利用資料等 

品          名 数   量 備   考 

   

   

   

その他参考

事 項 
 

注意 

１ 寄託された資料等については寄託者の承諾書を、著作権者がある資料等については著作

権者の承諾書をそれぞれ添付してください。 

２ 利用形態の欄は、該当する事項を〇で囲んでください。
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様式第３号（第５条関係） 

（表面） 

堺市立町家歴史館特別利用許可書 

 

年   月   日 

 

             様 

 

 

堺市長       印 

 

堺市立町家歴史館資料等の特別利用を、次のとおり条件を付して許可します。 

 

利 用 者 

住 所 

氏 名 
利用当日 

の責任者 
 

利 用 目 的  

利 用 形 態 
熟覧 ・模写 ・ 模造 ・ 撮影（写真、放映（映画・テレビ等））・ 

データ提供 ・ 計測 ・ その他（   ） 

利 用 日 時 

    年  月  日        年  月  日 

              から             まで 

午前・午後  時  分    午前・午後  時  分 

利用資料等 

品          名 数   量 備   考 

   

   

   

その他参考

事 項 
 

注意 裏面の特別利用許可条件をよくお読みください。 
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（裏面） 

 

特 別 利 用 許 可 条 件 

 

 堺市立町家歴史館の資料等の特別利用を許可された者は、次の事項を遵守するとともに

係員の指示に従ってください。これに違反するときは、特別利用の許可を取り消し、その利

用を制限し、停止し、若しくは退館を命じ、又はその他必要な処置を講じることがあります。

この場合において、利用者に損害が発生しても、本市は、その責めを負いません。 

 

１ この特別利用許可書は常に携帯し、係員が要求するときは、これを提示すること。 

 

２ 許可なく特別利用の内容を変更しないこと。変更しようとするときは、特別利用許可申

請書を新たに提出すること。 

 

３ 特別利用の権利を譲渡し、他人に利用させ、又は許可なく利用目的以外に利用しないこ

と。 

 

４ 資料、建物その他附属設備等を滅失し、又は損傷しないように十分に注意して取り扱う

こと。もし、当該資料等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、代物を弁償

し、又はその損害を賠償すること。 

 

５ 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用（喫煙を含む。）をしないこと。 

 

６ 堺市立町家歴史館条例及び堺市立町家歴史館条例施行規則の規定を遵守すること。 

 

７ 前各項のほか、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることがある。 
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様式第４号（第７条関係） 

 

堺市立町家歴史館入館料減免申請書 

 

年   月   日 

 

堺市長 殿 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

電話番号 

 

 堺市立町家歴史館条例施行規則第７条第１項の規定により、次のとおり堺市立町家歴史館

に係る入館料の減免について申請します。 

 

館 名 □ 山口家住宅   □ 清学院   □ 井上関右衛門家住宅 

入 館 予 定 日      年      月      日 

当 日 の 責 任 者 
 

入 館 者 数 等 

                 人 

 

 

合計金額             円 

減 免 申 請 の 理 由 

 

※ 免 除 金 額 

当 日 人 数 単 価 金 額 

    人      円       円 

注意  

１ 館名の欄には、入館を希望する施設の□にレ印を記入してください。 

２ ※印の欄は、記入しないでください。 
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様式第５号（第８条関係) 

 

堺市立町家歴史館入館料還付申請書 

 

年  月  日 

 

堺市長 殿 

              

申請者 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

電話番号 

             

堺市立町家歴史館条例施行規則第８条第２項の規定により、次のとおり堺市立町家歴史館

に係る入館料の還付について申請します。 

 

館 名 □ 山口家住宅   □ 清学院   □ 井上関右衛門家住宅 

還 付 申 請 の 理 由 

  

既 納 の 入 館 料 円 

還 付 申 請 金 額 円 

備 考 
  

注意 

１ 申請者が自署しない場合又は法人である場合は、記名押印をしてください。 

２ 館名の欄には、入館を希望した施設の□にレ印を記入してください。 
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様式第６号（第９条関係） 

 

堺市立町家歴史館山口家住宅使用許可申請書 

 

年   月   日 

 

堺市長 殿 

 

申請者 住所（所在地） 

     フ リ ガ ナ 

氏名（名称） 

フ リ ガ ナ 

（代表者氏名） 

電話番号 

 

堺市立町家歴史館条例施行規則第９条の規定により、次のとおり堺市立町家歴史館山口家

住宅の使用について申請します。 

 

使用責任者 
氏名 

住所                 電話番号 

使 用 目 的  

使 用 日 時 

    年  月  日        年  月  日 

              から             まで 

午前・午後  時  分    午前・午後  時  分 

使 用 施 設 

施設名 料金 備 考 

 円  

 円  

 円  

 円  

施設使用料 円 

 附属設備名称 単価（円） 数量 使用時間 計（円） 

附 属 設 備 
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附 属 設 備 

使 用 料 
円 

備 考  

申請に当たっては、次の内容を御確認の上、□にレ印を記入してください。 

□ 利用に当たっては、堺市立町家歴史館条例等の法令及び施設管理者の指示を遵守し、節

度ある施設の利用を約束します。 

□ 秩序又は風俗を乱す行為や施設等を破損する等の行為を行わないことを誓約します。準

備と後片付けは、使用時間内に行うことを約束します。 

□ 堺市暴力団排除条例に基づき、本施設の利用が暴力団の利益となる活動に該当すると認

められるときは、使用を許可されず、又は許可を取り消されても異議のないことを誓約し

ます。 

注意 

 １ 堺市暴力団排除条例に基づき、申請内容等の確認のため必要に応じて、関係機関に申

請者の住所、氏名等申請に記載されている情報を提供することがあります。 

２ 団体申請の場合は、役員名簿等の提出を求めることがあります。
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様式第７号（第１１条関係） 

（表面） 

堺市立町家歴史館山口家住宅使用許可書 

 

年   月   日 

 

             様 

 

堺市長         印 

 

堺市立町家歴史館山口家住宅の使用を次のとおり条件を付して許可します。 

許 可 番 号 第      号 

使用責任者 
氏名 

住所                 電話番号 

使 用 目 的  

使 用 日 時 

    年  月  日        年  月  日 

              から             まで 

午前・午後  時  分    午前・午後  時  分 

使 用 施 設 

施設名 料金 備 考 

 円  

 円  

 円  

 円  

施設使用料 円 

附 属 設 備 

附属設備名称 単価（円） 数量 使用時間 計（円） 

     

     

     

     

     

附 属 設 備 

使 用 料 
円 

備 考  

注意 裏面の使用許可条件をよくお読みください。
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（裏面） 

 

使 用 許 可 条 件 

 

堺市立町家歴史館山口家住宅の使用を許可された者は、次の事項を遵守するとともに係員

の指示に従ってください。これに違反するときは、使用を取り消し、その使用を制限し、若

しくは停止し、又はその他必要な処置を講じることがあります。この場合において、使用者

に損害が発生しても、本市は、その責めを負いません。 

 

１ この使用許可書は常に携帯し、係員が要求するときは、これを提示すること。 

 

２ 許可なく使用の内容を変更しないこと。変更しようとするときは、使用許可の変更申請

書を提出すること。 

 

３ 使用の権利を譲渡し、他人に使用させ、又は許可なく使用目的以外に使用しないこと。 

 

４ 建物その他附属設備等を滅失し、又は損傷しないように十分に注意して取り扱うこと。

もし、当該建物等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠

償すること。 

 

５ 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用（喫煙を含む。）をしないこと。 

 

６ 堺市立町家歴史館条例及び堺市立町家歴史館条例施行規則の規定を遵守すること。 

 

７ 前各項のほか、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることがある。 
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様式第８号（第１５条関係） 

 

堺市立町家歴史館山口家住宅使用許可変更申請書 

 

年   月   日 

 

堺市長 殿 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

電話番号 

 

堺市立町家歴史館条例施行規則第１５条第１項の規定により、次のとおり堺市立町家歴史

館山口家住宅に係る使用の許可の変更について、使用許可書を添えて申請します。 

１ 許 可 番 号 年   月   日付け 第   号 

２ 変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

(1) 使用予定日時 
年  月  日 

時から  時まで 

年  月  日 

時から  時まで 

(2) 使 用 予 定 

施 設 
    

３ 変 更 の 理 由  

※ 堺 市 処 理 欄 

変 更 後 の 金 額 円 
照合者 

既 納 額 円 

差 額 円 

既 納 額 照 合 年  月  日納入 

注意 

１ 再度の変更は、できません。 

２ 使用の許可の変更の承認後、当該使用の許可の取消しがあっても、使用料の還付はで

きません（堺市立町家歴史館条例施行規則第１５条第３項に規定する天災地変等に伴う

ものを除く。）。 

３ ※印の欄は、記入しないでください。
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様式第９号（第１９条関係） 

 

堺市立町家歴史館山口家住宅使用料減免申請書 

 

年   月   日 

 

堺市長 殿 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

電話番号 

 

 堺市立町家歴史館条例施行規則第１９条第２項の規定により、次のとおり堺市立町家歴史

館山口家住宅に係る使用料の減免について申請します。 

 

使 用 日 時 

    年  月  日        年  月  日 

             から             まで 

午前・午後  時  分    午前・午後  時  分 

減免申請の理由 

 

使 用 施 設 

 

※ 使 用 料 額              円 

備考 

 

※減  免  額              円 

※差引納付額              円 

注意 ※印の欄は、記入しないでください。 
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様式第１０号（第２０条関係） 

 

堺市立町家歴史館使用料還付申請書 

  

年   月   日 

 

堺市長 殿 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

電話番号 

 

 堺市立町家歴史館条例施行規則第２０条第２項の規定により、次のとおり堺市立町家歴史

館に係る使用料の還付について、使用許可書を添えて申請します。 

 

許 可 番 号 年   月   日付け 第   号 

還 付 申 請 の 理 由 
   

使 用 予 定 施 設 
 

使用予定附属設備 
 

※ 既 納 の 使 用 料                         円 

還 付 申 請 金 額                         円 

※ 還 付 額                           円 

備 考 
 

注意 

１ 申請者が自署しない場合又は法人である場合は、記名押印をしてください。 

２ ※印の欄は、記入しないでください。
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様式第１１号（第２３条関係） 

 

堺市立町家歴史館資料等貸出許可申請書 

 

年   月   日 

 

堺市長 殿 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

電話番号 

 

堺市立町家歴史館条例施行規則第２３条第２項の規定により、次のとおり堺市立町家歴史

館資料等の貸出しについて申請します。 

 

貸 出 目 的  

貸 出 場 所  

利 用 方 法  

貸 出 期 間 年   月   日から    年   月   日 

貸 出 資 料 

品          名 数   量 備   考 

   

   

   

   

輸 送 方 法  

取 扱 責 任 者  学芸員資格 有 ・ 無 

そ の 他 参 考 

事 項 
 

注意 

１ 申請者が自署しない場合又は法人である場合は、記名押印をしてください。 

２ 寄託された資料等については寄託者の承諾書を、著作権者がある資料等については著

作権者の承諾書を、それぞれ添付してください。
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様式第１２号（第２３条関係） 

（表面） 

堺市立町家歴史館資料等貸出許可書 

 

年   月   日 

 

             様 

 

堺市長        印 

 

 

 堺市立町家歴史館資料等の貸出しを、次のとおり条件を付して許可します。 

 

貸 出 目 的  

貸 出 場 所  

利 用 方 法  

貸 出 期 間 年   月   日から    年   月   日 

貸 出 資 料 

品          名 数   量 備   考 

   

   

   

   

輸 送 方 法  

取 扱 責 任 者  学芸員資格 有 ・ 無 

そ の 他 参 考 

事 項 
 

注意 裏面の貸出許可条件をよくお読みください。 
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（裏面） 

 

貸 出 許 可 条 件 

 

 堺市立町家歴史館の資料等の貸出しを許可された者は、次の事項を遵守してください。こ

れに違反するときは、貸出しの許可を取り消し、その利用を制限し、停止し、若しくは退館

を命じ、又はその他必要な処置を講じることがあります。この場合において、貸出しを受け

た者に損害が発生しても、本市は、その責めを負いません。 

 

１ この貸出許可書は常に携帯し、係員が要求するときは、いつでもこれを提示すること。 

 

２ 許可なく貸出しの内容を変更しないこと。変更しようとするときは、貸出許可申請書を

新たに提出すること。 

 

３ 貸出しを受ける権利を譲渡し、他人に利用させ、又は許可なく利用目的以外に利用しな

いこと。 

 

４ 貸出しを受けた資料等を滅失し、又は損傷しないように十分に注意して取り扱うこと。

もし、当該資料等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、代物を弁償し、又

はその損害を賠償すること。 

 

５ 堺市立町家歴史館条例及び堺市立町家歴史館条例施行規則の規定を遵守すること。 

 

  ６ 前各項のほか、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることがある。 
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様式第１３号（第２５条関係） 

 

堺市立町家歴史館資料等寄贈申込書 

 

年  月  日 

 

堺市長 殿 

 

申込者 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

電話番号 

 

堺市立町家歴史館条例施行規則第２５条第１項の規定により、次のとおり資料等を堺市に

寄贈したいので申し込みます。 

 

品   名  

品質・形状  

寸   法  

数   量  

備   考  

注意 申込者が自署しない場合又は法人である場合は、記名押印をしてください。 
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様式第１４号（第２５条関係） 

 

堺市立町家歴史館資料等寄託申込書 

 

年   月   日 

 

堺市長 殿 

 

申込者 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

電話番号 

 

堺市立町家歴史館条例施行規則第２５条第１項の規定により、次のとおり資料等を堺市に

寄託したいので申し込みます。 

 

品   名  

品質・形状  

寸   法  

数   量  

寄 託 期 間 年  月  日から    年  月  日 

備   考  

注意 申込者が自署しない場合又は法人である場合は、記名押印をしてください。 
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様式第１５号（第２５条関係） 

 

堺市立町家歴史館資料等受領書 

 

年   月   日 

 

             様 

 

堺市長        印 

 

 

次のとおり堺市に寄贈を申し込まれた資料等を受領しました。 

 

品   名  

品質・形状  

寸   法  

数   量  

備   考  
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様式第１６号（第２５条関係） 

 

堺市立町家歴史館資料等受託書 

 

年   月   日 

 

             様 

 

堺市長        印 

 

 

 次のとおり堺市に寄託を申し込まれた資料等を受託しました。 

 

品   名  

品質・形状  

寸   法  

数   量  

受 託 期 間 年  月  日から    年  月  日 

備   考  

注意 

１ 寄託資料は、特約の定めがある場合を除き、堺市立町家歴史館が所蔵する資料と同じ取

扱いをします。 

２ 寄託資料の返還は、この受託書と引換えに行います。 

３ この受託書を紛失し、又は滅失したときは、直ちに堺市文化財課に届け出てください。 
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様式第１７号（第２７条関係） 

 

堺市立町家歴史館破損（滅失）届 

 

年   月   日 

 

堺市長 殿 

 

届出人 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

電話番号 

 

 堺市立町家歴史館条例施行規則第２７条の規定により、次のとおり堺市立町家歴史館の設

備等の破損（滅失）について届け出ます。 

ついては、堺市立町家歴史館条例第１９条の規定により、指示に従い、その損害を賠償し

ます。 

 

館 名 □ 山口家住宅  □ 清学院  □ 井上関右衛門家住宅 

破損（滅失）日時 年  月  日 
午前 

午後 
時  分 

破損（滅失）箇所 

又 は 物 件 

 

破損（滅失）の内容 

又 は 程 度 

 

※堺市処理欄 

指示賠償額 円 

照合者 

賠 償 額 円 

賠償年月日 年  月  日 

注意 ※印の欄は、記入しないでください。 
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様式第１８号（第２８条関係） 

 

堺市立町家歴史館指定管理者指定申請書 

 

年   月   日 

 

堺市長 殿 

 

申請者 住所（所在地） 

団体名 

フ リ ガ ナ 

代表者氏名                ○印 

生年月日 

 

堺市立町家歴史館条例第２３条第２項の規定により、次のとおり堺市立町家歴史館の指定

管理者の指定を申請します。 

 

 

注意 申請に当たっては、次の書類を添付してください。 

(1) 堺市立町家歴史館の管理運営に係る事業計画書及び収支予算書 

(2) 財務諸表等経営の状況を示す書類 

(3) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類 

(4) 法人の登記簿に記載されている事項の全部を証明する書類 

(5) 役員名簿 

(6) その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


